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７  会議の概要  

分科会長   それでは、ただいまから令和２年６月定例会

の予算決算委員会建設分科会を開会いたしま

す。  

審査に先立ち、分科会記録の署名委員に、佐

藤委員、村上委員を指名いたします。  

各案件の審査については各部局単位とし、お

手元に配付してあります審査順序のとおり行

う予定であります。 

なお、質疑については、議案に直接関係ある

ものだけにお願いいたします。  

また、委員及び当局の皆さんに申し上げます

が、質疑・答弁及び説明については、簡潔・

明瞭に行っていただきますようよろしくお願

いいたします。  

なお、本日は皆さんマスクを着用しておられ

ます。時間もありますので、具合が悪くなら

ないように、ゆっくりと御発言ください。 

また、体調が悪くなりましたら、マスクを外

して呼吸を整えてください。救急救命士が控

えておりますので、安心して御発言ください。  

それでは、これより、消防局所管分の議案の

審査を行います。  

議案第９１号  令和２年度富山市一般会計補

正予算（第２号）、第１条歳入歳出予算の補
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正中、歳出第９款消防費 

を議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 

消防局長   〔挨拶〕  

総務課長 〔議案説明資料により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

村上委員   今の説明についてですけれども、今までは現

金で払っていたのですか。  

警防課長   緊急の場合は料金は発生しません。  

村上委員   料金が発生する場合に、例えば市役所で持っ

ているカードがあってそれで払っているのか、

財布があってそこから出しているのか、イメ

ージしたいのです。 

警防課長   中日本高速道路株式会社から救急の業務委託

をされております。そのため、料金は一切か

かりません。 

村上委員   そうすると、そんなに早く  時間短縮になる
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のかという気がするのですが、どうなのでし

ょうか。 

警防課長   先ほどの総務課長の説明にもありましたよう

に、今はＥＴＣ車載器がついていないので、

一般レーンを走ります。そのため、一般車両

が前にいる場合には料金所で止まらなければ

いけません。 

それがＥＴＣ車載器をつけてＥＴＣレーンを

走りますと、時速２０キロメートルで、ずん

ずん進んでいきますので、時間のロスにはな

らないということです。 

村上委員   分かりました。お金の収受に時間がかかって

いるということではなくて、前に車がいたら

時間がかかるということで、空いているレー

ンを通りたいというふうに理解しました。 

議案説明資料には、そういうことを端的に書

かれればいいのです。搬送した医療機関から

早急に消防署へ戻り、次の出動に備えるため

になどということは書かなくても、緊急走行

に支障があるというぐらいの記載でよかった

のかなと思います。余計なことを書くから、

そんなに大変なのかなという気がしたわけで、

説明は内容を選んで書かれてはいかがかなと。

何でも盛り込めばいいということではないと
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いうふうに思います。 

消防局長   今回のＥＴＣ車載器につきましては、新型コ

ロナウイルスに関係して補正予算を出させて

いただきました。  

陽性が確定している患者に関しまして、今回、

富山医療圏以外への搬送はございませんでし

たが、一時、富山医療圏以外への搬送という

話もありまして、その際にはどうしてもチケ

ットの処理をしなくてはいけないということ

で、接点があります。 

陽性患者に関しましては、通常の疑いのある

患者と違いまして、タイベックといいますか、

頭から全身を覆うもので最大限の感染防御を

行って搬送をしておりました。  

その際は、病院で消毒せずに  どうしても脱

ぐときに感染の危険性が一番高くなるもので

すから  陽性患者を搬送した場合は、そのま

ま消防局に戻ってきて、そこで初めて脱ぐと

いう手順を取っておりました。そして、保健

所から頂いております医療廃棄ボックスの中

に廃棄物を全部捨てて、それを保健所に持っ

ていっていただくという手順を取っておりま

した。 

ですので、陽性患者を搬送して、高速道路を

使って帰ってくるときに、どうしてもチケッ
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トのやり取りをしたくなかった、絶対に接触

したくなかったということがありますし、高

速道路関係者に対しての感染防止という観点

からも行いたくないという気持ちがございま

して、今回、このようなＥＴＣ車載器購入整

備事業を出させていただいております。 

岡部委員   関連して。 

今説明がありましたので、導入そのものにつ

いては反対しませんが、高速道路の使用頻度

は実際にどのぐらいあったのか分かればお答

えください。 

警防課長   高速道路上の救急出動件数及び高速道路を使

用した緊急搬送件数につきましては、平成３

１年と令和元年では３０件となっております。  

過去５年を見ますと合計１４３件で、年平均

にしますと２９件となっております。  

岡部委員   救急車は分かったのですけれども、消防自動

車への整備は必要ないのですか。  

警防課長   高速道路を使用した消防ポンプ自動車等の出

動件数につきまして、平成３１年と令和元年

につきましては１７件でございます。救急車

と比較しますと少ない状況となっております
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ので、現在のところは搭載する必要はなく、

今後、出動件数の増加によっては考えていか

なければならないと考えております。  

岡部委員   現状ではＥＴＣ車載器がついていないので、

当然、一般のレーンを進んでいかないといけ

ません。ＥＴＣ車載器をつけると、当然カー

ドが必要になってくるのですけれども、何か

特殊なカードがあるのでしょうか。 

警防課長   ＥＴＣカードにつきましては、中日本高速道

路株式会社へ、滑川インターチェンジから砺

波インターチェンジまでの区間で使用するこ

とが可能な、ＥＴＣカード機能を備えた業務

用プレートの貸与を現在申請中で、後日、そ

れが貸与されることとなっております。 

しかしながら、滑川インターチェンジから砺

波インターチェンジまでの区間以外でも使用

できるように要望しましたが、現在のところ

難しいという返答がありましたので、一般の

方と同様のＥＴＣカードを１６台分作成する

こととしております。 

岡部委員   参考までに、２０１９年から佐賀県がＮＥＸ

ＣＯ西日本と協定を結んで特殊なカードを発

行したという例もありますので、少し調べて
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いただければというふうに思います。  

分科会長   ほかに質疑はございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   ないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。 

これより、議案第９１号中消防局所管分の意

見の表明を行います。 

意見の表明はございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   意見の表明なしと認めます。 

以上で、消防局所管分の議案の審査を終了い

たします。 

次に、報告案件として提出されている  

報告第７号  令和元年度富山市継続費繰越計

算書、第９款消防費 

を議題といたします。 

これより当局の説明を求めます。  

総務課長 〔議案説明資料により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 
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質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

分科会長   ないようですので、これをもって質疑を終結

いたします。 

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。 

以上で、建設分科会消防局所管分を終了いた

します。 

午前１０時１３分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１０時２９分  再開  

分科会長   これより、建設分科会上下水道局所管分に入

ります。 

報告案件として提出されている  

報告第９号  令和元年度富山市公共下水道事

業会計継続費繰越計算書、  

報告第１４号  令和元年度富山市水道事業会

計予算繰越計算書、 

報告第１５号  令和元年度富山市公共下水道

事業会計予算繰越計算書、  

報告第１８号  債権放棄報告の件中、上下水

道局所管分、 
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以上４件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

上下水道局長 〔挨拶〕  

上下水道局次長 〔報告第９号について、 

報告第１４号について、 

報告第１５号について、 

議案説明資料により説明〕  

料金課長 〔報告第１８号について、 

 議案書により説明〕  

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

竹田委員   ただいま御報告がありましたが、まず報告第

１８号の債権放棄報告の件に関して、議案書

１１５ページに水道料金の記載がありまして、

時効経過となったものが８４万５，０００円

余りということになっています。時効に至る

までの期間ですとか料金の徴収について、上

下水道局ではどのような取組をされたのか、

お伺いいたします。 

料金課長   水道料金を納付期限までお支払いいただけな
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かった場合には、書面による督促、電話や現

地訪問による納付折衝を行っておりますが、

それでもお支払いいただけない場合には、水

道の供給を停止する旨の通知を行い、給水を

停止することとしております。  

なお、給水を停止した後もお支払いいただけ

なかった場合には、年に４回、書面による督

促を行うだけでなく、電話や現地訪問による

督促を随時行い、納付折衝を継続しておりま

す。  

また、市外へ転居した債務者に対しましては、

年に３回、現地訪問による実態調査を実施し、

納付折衝を行っております。 

竹田委員   平成２９年の民法改正によりまして、令和２

年４月からは、これまで２年とされていた短

期消滅時効が５年に見直しされると、このよ

うに伺っております。 

水道料金に関する債権についても同様なのか、

お伺いいたします。 

料金課長   水道料金に関する債権につきましては、新法

の施行日である令和２年４月１日以降に給水

の申込みを頂いたものは消滅時効が５年とな

りますが、施行日以前に給水申込みがあった

ものにつきましては、従来と同様、２年の消
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滅時効が適用されます。 

竹田委員   今回の時効期間の見直しは、今後、料金の徴

収に関して何らかの影響があるものなのです

か。  

料金課長   お客様からの給水申込みが新法の施行日であ

る令和２年４月１日以降のものは５年、施行

日前のものは２年と、消滅時効期間が混在す

ることから、より一層厳密な債権管理が必要

となるため、現行のシステムを改修し、対応

してまいりたいと考えております。 

消滅時効期間が５年へと延長されるわけです

が、時効期間の延長にかかわらず、調査の早

期着手に努め、滞納の防止に取り組んでまい

りたいと考えております。  

竹田委員   もう１点、債権の放棄事由の中に行方不明等

というものがありますが、この行方不明等と

いうのはどのような基準で判断されているの

でしょうか、お伺いいたします。  

料金課長   先ほども申し上げましたとおり、上下水道局

では滞納整理を進めるため、住民登録や法人

登記等の状況調査を行い、居住地等を把握し、

納付していただけるよう、折衝を続けており
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ます。 

具体的には、滞納が発生した場合に送付する

催告書が宛先不明ということで返戻されます。

このような場合には、まず居住地や住民登録

地へ職員が赴き、現地調査を行います。 

次に、住民基本台帳の確認を行い、既に他市

町村へ転居の届出がなされている場合には、

転居先の市町村への照会を行います。  

加えて、債務者が下水道使用料も滞納してい

る場合には  下水道使用料が公債権であるこ

とから、上下水道局職員には法に基づく調査

権があり、これに基づき、携帯電話会社へ契

約者住所照会を行い、居住地の把握が可能と

なる場合がございます。 

これらの調査を行っても債務者の居場所、行

き先、消息などが確認できず、当該債権を徴

収できる見込みがない場合につきましては行

方不明と判断し、債権放棄を行っているもの

でございます。  

分科会長   ほかに、質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

分科会長   ないようですので、これをもって質疑を終結

いたします。 
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なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。 

以上で、上下水道局所管分を終了いたします。  

この後、活力都市創造部所管分に入ります。  

説明員を交代いたしますので、しばらくお待

ちください。 

〔上下水道局退室／活力都市創造部入室〕 

分科会長   これより、活力都市創造部所管分の議案の審

査を行います。  

議案第９１号  令和２年度富山市一般会計補

正予算（第２号）、第１条歳入歳出予算の補

正、歳出第８款土木費中、活力都市創造部所

管分  

を議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 

活力都市創造部長 〔挨拶〕  

活力都市創造部次長 〔議案第９１号中 

活力都市創造部所管分の概要について、 

議案説明資料により説明〕  

都市計画課長 〔議案第９１号中 

 都市機能立地促進事業について、  
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 議案説明資料により説明〕 

交通政策課長 〔議案第９１号中 

 水橋地域自主運行バス事業について、 

 議案説明資料により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

村家委員   都市機能立地促進事業について質問させてい

ただきます。 

ようやくと言えばいいのか、やっとと言えば

いいのか  この事業が始まってからは何年た

ちますか。 

都市計画課長 この富山市都市機能立地促進事業補助金は、

平成３０年からスタートしております。 

村家委員   ようやくという感じで、よかったなと感じて

おります。特に買物難民といいますか、そう

いう点ではいろいろと、富山市でも幾つか候

補を挙げて、今、言われたように平成３０年

からこの事業を……。 

今、山田地域の農協にコンビニエンスストア

が出店を予定しておられるので補助されると

いうことを本当に喜んでいるのですが、どの
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ような経緯でそのような話になったのか、お

伺いします。 

都市計画課長 ＪＡ山田村１階の売店は、どちらかというと

農業品をメインとしながら日常品も一部購入

できる、そういった売店でございました。 

ただ、近年、売上げが非常に低迷しまして、

昨年の末には閉店ということも検討されたと

いうことでございます。 

その一方で、地元からは継続への強い要望も

ありまして、ＪＡでは何とかできないかとい

うことで、コンビニについて少し検討されて

いたということでございます。  

ただ、コンビニといいますと、普通は商圏の

圏域人口が３，０００人とか４，０００人と

か、ある程度広域な中で展開されるものです

が、山田地域では１，４００人ぐらいしかい

ないということ、かつ通過交通も期待できな

いということで、非常に悩んでおられる中で、

フルのサービスではないものの、飲料品や食

料品、生活必需品を中心に、立地条件に見合

った売場面積と商品を提供する、山崎製パン

が展開するＹショップというタイプのもので

あれば設置が可能だということが分かりまし

て、このたび、ＪＡと山崎製パンが合意され

たというものでございます。 



16

本市のホームページを見たＪＡから、何か補

助金があるのかという相談があり、今回の件

に至ったという経緯でございます。 

村家委員   今ほど都市計画課長がおっしゃいましたよう

に、日常生活に必要な商業施設が不足する地

域に出店するコンビニやスーパーに補助金を

出すということで、市も本当に苦労しておら

れるということは分かっていたのですが、も

し万が一  例えば移動販売の車ですとか、そ

ういうものも買物難民のいる地域に結構出て

いるのですね。そういう中で、コンビニを維

持、経営していくのは大変難しいのではない

かという思いもあるのです。 

補助金を交付される中で、もし撤退するとい

うことになったときには、どのように返還し

てもらうのか。これからやろうとしているの

に、後退することを言ってもどうにもならな

いのですけれども、古洞の森の件もございま

したので、その辺はどのようにやっていくの

ですか。 

都市計画課長 富山市都市機能立地促進事業補助金交付要綱

の第２０条で、営業をスタートしてから１０

年間は営業を継続してもらうということにな

っておりまして、これに違反すると、補助金
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の一部または全額について返還を求めること

があるというふうに定めております。  

したがいまして、万が一そういった話になる

場合は、その時点で事業者との交渉により補

助金の返還を求めるということになろうかと

思います。 

村家委員   今ほど、山田地域ではコンビニができるとい

うことでございますが、私の記憶では、まだ

 例えば和合地区ですとか上滝地区ですとか、

そういうところがあったと思っているのです。

今、買物難民とか、日常生活に必要な商業施

設が不足する地区と市が認識している区域と

いうのは結構あるのでしょうか、そのことを

お尋ねします。  

都市計画課長 立地適正化計画の中で調べたところ、富山市

内に４地域ございました。和合地域、大山地

域、そして山田地域、細入地域のそれぞれの

地域で商業施設が不足しているということが

分かりましたので、そういった施設を誘致す

るために、市としては補助金交付要綱を設け

ているものでございます。  

村家委員   山崎製パンとも協力して行われるということ

でございますから、できれば撤退しないよう
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な形で、しっかりその地域が望むような環境

になればいいなと思っております。 

佐藤委員   水橋地域自主運行バス事業について伺います。

今回、車両が老朽化していることから更新す

るということなのですが、主な附属品として、

ドライブレコーダー等も書いてあります。現

在の車両にもついているのか、また、今回、

低床車両に更新すると聞いておりますけれど

も、今のものは通常のステップだと聞いてい

ますので、その経緯も併せて伺えればと思い

ます。 

交通政策課長 まず１つ目の御質問ですが、もともと現在の

車両にはドライブレコーダーはついておりま

せん。近年、あおり運転等の発生もありまし

て、そういった対策のために、運行主体であ

るＮＰＯ法人水橋ふれあいコミュニティバス

及び受託している株式会社アイカワという運

行会社のほうから、全方位、３６０度方位の

ドライブレコーダーを設置してほしいという

依頼を受けておりまして、今回設置する計画

としております。  

もう１つ、ステップの話でございますが、現

在の車両は通常の一般的なバスになっており

まして、乗り口に２段のステップがございま
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す。水橋地域の自主運行バスにつきましては、

やはり高齢者の御利用が非常に多いというこ

とで、極力ノンステップのバスでと以前から

要望を受けておりましたので、今回、ノンス

テップの低床車両を導入するものです。 

平野部のほかの地域の自主運行バスでは既に

低床車両が  例えば中心市街地だったりとか

呉羽地域等では既に低床車両になっておりま

すので、水橋地域が今回低床車両に更新され

れば、平野部の自主運行バスのバス車両につ

きましては、低床化率が１００％となるもの

でございます。  

佐藤委員   ありがとうございます。 

やはり安全性と利便性、そういったことを更

新のたびにしっかりとやっていっていただき

たいと思います。  

今お話がありましたけれども、低床のバス  

電車もそうですけれども  そういった要望は

多いと思うのです。平野部については１００

％になるというお話でしたけれども、全市域

的な計画の状況も併せて  関連の質問になり

ますけれども、生活交通安全対策事業ですの

で  今後の見込み、計画もあればお知らせい

ただければと思います。 
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交通政策課長 富山市が市営で運営しております八尾コミュ

ニティバス、山田コミュニティバス、大山コ

ミュニティバスにつきましては、山間地とい

いますか、冬季に積雪地を走行することから、

安全性の確保を最優先にしまして、基本的に

は四輪駆動車のマイクロバスを導入すること

を検討しております。今後は四輪駆動車を中

心に導入しますので、低床バスを山間地域に

導入するのは困難と考えております。  

佐藤委員   ありがとうございます。 

いずれにしても、四駆になれば車高が高くな

るのは当然ですけれども、利便性と、何より

も安全性といったことで、住民の方にも理解

を頂きながら、無事故を期すように運営を行

っていただければと思います。  

分科会長   ほかに、質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

分科会長   ないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。 

これより、議案第９１号中活力都市創造部所

管分の意見の表明を行います。  

意見の表明はございませんか。  
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   意見の表明なしと認めます。 

以上で、活力都市創造部所管分の議案の審査

を終了いたします。 

次に、報告案件として提出されている  

報告第１１号  令和元年度富山市繰越明許費

繰越計算書、第８款土木費中、活力都市創造

部所管分、 

報告第１７号  令和元年度富山市事故繰越し

繰越計算書、 

以上２件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

活力都市創造部次長 〔報告第１１号中 

 活力都市創造部所管分について、  

 議案書により説明〕  

富山駅周辺  〔報告第１７号中 

地区整備課長 富山駅周辺整備事業費の事故繰越について、 

 議案説明資料により説明〕 

路面電車推進課長 〔報告第１７号中 

市内電車環状線事業費の事故繰越について、  

議案説明資料により説明〕  
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分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

岡部委員   富山駅周辺整備事業費の事故繰越について、

これは県が主体の事業ということですが、想

定外規模の擁壁等が発見されたということで、

仮線路などを設置する際には想定されていな

かったのか、分かっていなかったのかという

ことを非常に疑問に思うわけですけれども、

いかがでしょうか。 

富山駅周辺  おっしゃるとおり、もともとこれは高架化に 

地区整備課長 伴うもので、当時は仮線路を使っていたので

すが、高架化が終わったため、それを除去す

るものでございます。 

当然、仮線路といたしましては、もちろん事

業主体である県で盛ったり、擁壁を造ったり

しておりますが、ただ、その一部といたしま

して、もともとの北陸本線の路体といいます

か線路敷も使用しておりまして、北陸本線の

線路敷、それと新たに盛った仮の線路を用い

て運行をしておりました。  

今、高架化が全部終わったものですから、も

ともとの北陸本線の鉄道施設、こちらのほう

も不要になりますので、それを撤去していた

のですが、北陸本線当時の構造なりというも



23

のは十分には把握できないものですから、実

際に掘削等の作業をしてみたら、とても大き

なものが出てきたということでございます。  

岡部委員   国鉄時代からいろいろな工事をされているの

で、そういうことも想定されていると思った

のです。では、工事の完了時期はいつ頃にな

るのですか。大分遅れるのでしょうか。 

富山駅周辺  事故繰越をしたものは、いたち川にかかる仮 

地区整備課長 の桁の工事でございます。先ほども申しまし

た不慮のというか、想定外規模の擁壁等が出

てきたことで、工事の着手が実際に遅れたわ

けなのですが、現場のほうでは工事が終わっ

ておりますので、これによる全体の工程等へ

の影響というものはございません。 

岡部委員   報告とは少しずれるかもしれませんが、本年

の連立事業の内容について少しお聞かせいた

だければと思います。 

分科会長   これに関してはただいまの報告に直接関係が

ないということですので、却下とさせていた

だきたいと思います。 

 ほかにありませんか。 
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佐藤委員   議案説明資料６ページの市内電車環状線事業

費の事故繰越、こちらのほうですけれども、

ドイツ製の電気転轍器と書いてあります。場

所は図面どおりなのでしょうけれども、そも

そもこれはどういったものなのか、説明を頂

いてよろしいですか。 

路面電車推進課長 この資料にもございますとおり、軌道上を走

行している路面電車を他の軌道に分岐させる

ための機械ということで、信号からの情報を

受けて、必ず所定の方向に移動できるように、

人間に代わり機械が分岐機を動かすという装

置になります。  

佐藤委員   市内電車の環状線で、いわゆる転轍器の設置

はこの箇所だけなのでしょうか。  

路面電車推進課長 昨年度、南北の路面電車が一体化しまして、

市では３路線を管理しているのですが、市で

管理している路線の中で設置している転轍器

については３か所ございます。  

佐藤委員   そうしますと、ほかの２か所はもうオーバー

ホール済みということで、残りの１か所がこ

ういった理由で繰越しになっているというこ

とでよろしいですか。 
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路面電車推進課長 ３か所ございますが、富山駅の北側にあるも

のは昨年度の南北接続の際に新設したもので

ございます。南側の２か所については、北陸

新幹線の開業に合わせて整備したものになり

まして、２か所のうち１か所のオーバーホー

ルを行うということが今回の業務の内容にな

ります。 

佐藤委員   きちっと運行できることが大事ですので結構

なのですが、そうすると、この事故繰越の理

由が新型コロナウイルス感染症ということに

なりますと、今後の見通しはどのようになる

のでしょうか。  

路面電車推進課長 確かに、今の新型コロナウイルス感染症の状

況は予測がつかないということもありまして、

日本とドイツの入国制限もまだ解除されてお

りませんし、ドイツ国内にあるメーカーの社

内規定として、日本への渡航をどうするのか

ということも実際には分からない状況であり

ます。そうしますと、今後もドイツのメーカ

ーの技術者が日本に来られないということで

あります。そのような場合には、契約の内容

を変更いたしまして、最終的な現地での確認

を行わずに業務を終えることも検討したいと

考えています。  
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佐藤委員   事故が起きると大変なことになるので、技術

的な面になりますが、そういう意味で  契約

上もですけれども  安全性としては、大体ど

れぐらいの間隔でオーバーホールするのか、

事故等が想定されるようなことはないのでし

ょうか。あまり細かいことを言っても仕方が

ないのですが、念のためというか、答えられ

る範囲で結構なので、お答えいただけますか。  

路面電車推進課長 基本的に、路面電車施設では日常点検を行っ

ており、１年に１回の定期検査並びに２年に

１回の精密検査を行っているのです。  

ただ、この転轍器は非常に精密な機械になり

ますので、ドイツのメーカーからの推奨もあ

りまして、５年に１度オーバーホールすると

いうことになっております。これが原則で、

状況を見ながら、実際に必要かどうかという

ことを判断するわけなのですが、今回の場合

は定期検査の中で若干摩耗しているものが散

見されたというようなこともありまして、メ

ーカーの推奨のとおりオーバーホールを行う

ことにいたしました。 

岡部委員   関連して質問します。 

海外メーカーの技術者による作業ということ

なのですが、技術者はどこから来られるので
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すか。 

路面電車推進課長 本来であれば  日本でもこのような転轍器を

製造していれば、日本の技術者でこういった

最終調整ができるのですが、日本ではこのよ

うな転轍器を作っていないのでドイツの製品

を採用いたしました。 

製造会社はドイツのハニング・アンド・カー

ルという会社になるのですけれども、そのメ

ーカーの技術者が、今回、現地での最終調整

や確認を行う予定としておりました。  

岡部委員   昨今、全国的に路面電車がかなり見直しされ

てきているため、日本で作っていないという

ことが少し意外だったので聞いたのです。作

っていないということですから、しようがな

いのかなと思いますけれども、驚きました。  

尾上委員 今ほどの説明で、最終的な検査ということで 

したので、十分なオーバーホールもできてい

ますし  日本のオーバーホールをされる技術

者もそれなりの技術力を持ってやっておられ

るので問題はないと思うのですけれども、今

後、検査をしないことでの支障はないのです

か。  
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路面電車推進課長 御指摘のとおり、確かに今までは新品のもの

しか使用実績がないのです。オーバーホール

を行ったものについては、実はドイツでは実

績があって、問題がないとは伺っているので

すが、残念ながら富山ではそういった実績が

ありません。ですから、例えば今のものは予

備品として保管することになるわけなのです

が、それを例えば何年か後に使用しようとし

たときに不都合があると、やはり運行の支障

になるということもございます。ですからや

むを得ず契約を変更して、予備品として保管

することになったとしても、４年後にはきち

んと最終調整や確認などを行うとともに、メ

ーカーと協力体制を構築して、何か問題があ

ったときには速やかに対応できるように努め

てまいりたいと考えています。  

尾上委員   私は、オーバーホールしたと聞いたので、分

解点検をして、そのものをまた使用している

と思っているのですけれども、予備品という

意味はどういったことなのですか。 

路面電車推進課長 もともと今回の業務は、５年経過したことか

らドイツでオーバーホールするものですが、

取り外しが必要なので、予備品と交換しなけ

ればいけないのです。 
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ですから、現在新品の予備品が入っていて  

それは新品ですから  今は走行上、一切問題

ないのですが、オーバーホールしたものの動

作確認が富山でできていないので、そういっ

たものの動作確認をきちんとして、実際に安

全性を確認した上で公設的な使用としたかっ

たのです。 

けれども、今はこのような状況でその確認が

できないので、それを後に送らざるを得ない

というような状況になっています。 

尾上委員   ということは、今設置してあるものは新品な

ので、５年間は保証されていると言ったらあ

れかもしませんが、大丈夫だと、運行に支障

を来すようなことはないというふうに思って

いていいというわけですね。 

路面電車推進課長 そのように認識しています。  

分科会長   ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   ないようですので、これをもって質疑を終結

いたします。 

なお、ただいまの報告案件につきましては、
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議決不要のものです。 

以上で、建設分科会活力都市創造部所管分を

終了いたします。  

午前１１時１１分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１１時１７分  再開  

分科会長   これより、建設分科会建設部所管分の議案の

審査を行います。  

議案第９１号  令和２年度富山市一般会計補

正予算（第２号）、第１条歳入歳出予算の補

正、歳出第８款土木費中、建設部所管分、第

２条継続費の補正  

を議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 

建設部長   〔挨拶〕  

建設部次長  〔議案第９１号中  

建設部所管分の概要について、  

議案説明資料により説明〕  

道路構造保全対策課長 〔議案第９1号中  

橋りょう維持補修事業費について、 

議案説明資料により説明〕  
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河川課長 〔議案第９１号中  

 河川水路整備事業費について、  

 議案説明資料により説明〕 

公園緑地課長 〔議案第９１号中 

 公園整備事業費について、 

 議案説明資料により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

竹田委員   まず、橋りょう維持補修事業費が２億円を超

える金額で、比較的大きな補正額となってお

りますが、その要因としてどのようなことが

考えられるのかお尋ねします。  

道路構造保全対策課長 このたびの補正につきましては、全て国の内

示額増に伴うものであります。  

国では、今年度から新たに道路メンテナンス

事業補助制度という制度を創設されまして、

橋梁やトンネルの老朽化対策に計画的かつ集

中的な支援を行うということで取り組んでい

るということ。また、御承知のとおり、本市

では２，２００橋もの多くの橋梁等を管理し

ているということ。さらには、さきに行われ

ました国の経済財政諮問会議などにおきまし
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ても、本市が推進しております橋梁トリアー

ジが紹介されるなど、本市の取組が一定程度

評価されていること等が考えられると思って

おります。 

竹田委員   続きまして、今回の補正予算を活用して、今

ほどお話がありましたような橋梁トリアージ

で橋梁の老朽化対策に取り組んでほしいわけ

ですが、現在の更新や修繕の状況はどのよう

な具合になっていますか。  

道路構造保全対策課長 まず、更新  架け替えですね  の状況につき

ましては、平成２６年度に近接目視による定

期点検が義務づけられたということで、平成

２６年度からカウントしますと、架け替えが

完了した橋梁としては４橋です。八田橋につ

いては本体は終わったのですけれども、まだ

工事中ということで４橋には入れておりませ

ん。また、修繕が完了した橋梁は、同じく６

年間で６９橋ございます。  

竹田委員   今ほどの説明でおおよそ理解したのですが、

そうしますと、橋梁の老朽化対策は順調に推

移していると、そのような理解をしてよろし

いでしょうか。  
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道路構造保全対策課長 限られた人員や予算で鋭意、修繕や更新に努

めているところではございますけれども、老

朽化対策が必要な橋というのが今なお多く残

されております。  

さらには、１０年後には架設から５０年を経

過する橋梁が全体の約４割を超えるというこ

とで、いずれ更新時期が来るということでは、

現在健全だという結果になっている橋につき

ましても、老朽化は日々進行していくのだろ

うと思っております。 

こうしたことから、本市では、限りある人員

や予算で持続的かつ適正な橋梁マネジメント

を実現するために、財源の確保はもとより、

真に必要な橋梁の修繕や更新を優先的に進め

る一方で、他の橋梁は重量制限などを行うこ

とで、安全な通行確保をすると。さらには統

合廃止するという橋梁トリアージを行ってお

りまして、めり張りのある対応をこの後も推

進していきたいと考えております。 

竹田委員   引き続き、ぜひ推進をお願いします。 

分科会長   ほかにございませんか。 

〔発言する者なし〕 
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分科会長   ないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。 

これより、議案第９１号中建設部所管分の意

見の表明を行います。 

意見の表明はございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   意見の表明なしと認めます。 

以上で、建設部所管分の議案の審査を終了い

たします。 

次に、報告案件として提出されている  

報告第７号  令和元年度富山市継続費繰越計

算書、第８款土木費、 

報告第１１号  令和元年度富山市繰越明許費

繰越計算書、第８款土木費中、建設部所管分、  

報告第１８号  債権放棄報告の件中、建設部

所管分、 

以上３件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

建設部次長  〔報告第７号中  

建設部所管分について、 

報告第１１号中  

建設部所管分について、 

議案書及び議案説明資料により説明〕  
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市営住宅課長 〔報告第１８号中 

 建設部所管分について、 

 議案書により説明〕  

分科会長   これより質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   ないようですので、これをもって質疑を終結

いたします。 

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。 

以上で、建設部所管分を終了いたします。 

これで、６月定例会の当分科会に送付されま

した全議案の審査は終了いたしました。 

委員各位に御相談申し上げます。  

分科会長報告については、正・副分科会長に

御一任願いたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   それでは、そのように取り計らいます。 

これをもって、令和２年６月定例会の予算決

算委員会建設分科会を閉会いたします。 
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